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▢火▢の▢用▢心

　もし、あなたの大切な人が目の前で倒れたら、
あなたはどうしますか？
　何もできずにただ立ち尽くすだけですか？
　もし、心臓と呼吸が止まっている人に救急車が
来るまで何もしなかったとすると、救命の可能
性は低下します。
　救急車が来るまでに、心肺停止となった傷病
者のそばに居合わせた人が心肺蘇生法を行った
場合と行わなかった場合を比べると、心肺蘇生法を 
行ったほうが救命の可能性が高くなることが 
わかっています。

　皆さん一人ひとりが応急手当てを行える 
よう救命講習を受講してみませんか。 
わずか数時間であなたの大切な人の命を
救うための技術と知識が身につけられます。

うちその場に居合わせた人が
心肺蘇生法を行っていた
割合は� 43％

乙訓管内で心肺停止事案は
� 年間 約130件

救急車が来るまでにできること

何もしなければ、
救命の可能性は低下します 救急車到着まで

乙訓消防
平均７分

あなたが対応する時間

実際に心肺蘇生を
やってみると思った
より力が要りました。
� （女性）

過去に何度か救命講習を
受講したことがあったが
忘れていることもある。
定期的に受講し、もしも
の場合に行動できるよう
にしておかなければなら
ないと感じました。（男性）

以前、事故にあわれた方や
倒れられた方と偶然その場に�
居合わせたときはあたふた�
するばかりで何もできない
事ばかりでしたが、少しでも�
お手伝いができたらいいな
と思いました。� （女性）

　実際に乙訓管内で60歳の男性が、駅のホームで心停止の状態となり、駅係員が胸骨圧迫を行ない、
AEDを使用しました。その後、救急隊により病院へ搬送され、男性は無事社会復帰されました。

心肺蘇生とAEDで社会復帰しました！！事例

受講者の声

救命講習　チャレンジに
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広報 おとくに消防

わずか数時間であなたの大切な人の命を救うための技術と知識が身につけられます。
是非これを機に受講してみてください。心肺蘇生法など、応急手当の方法が変更
されることがありますので、講習を受けた経験のある方も、2～3年毎の受講を�
お勧めします。詳しくは８ページの申込み手続きへ

　小さな子供の不慮の事故（窒息や溺水、交通事故など）に 
遭遇したとき、小さな子供に対する応急処置を知っていれば 
救えたかもしれない…と後悔する前に、小さな子供に対する 
正しい処置を学んでおきませんか？

大切な子どもを自分の手で守れますか？

　家族が食事中、食べ物がのどに詰まりそう
になったことはありませんか？　講習でどの
ような時に窒息と判断するのか、窒息したとき、
大人と子供の処置方法、意識が無くなった 
ときの対応を学びます。

窒息の対応 知っていますか？

　最近悲惨な事故のニュースをよく目にします。あなたの目の前で
事故に合い、血を流している人がいたとき、あなたの迅速な止血に 
よる応急手当で救うことができるかもしれません。講習では止血の 
方法を学びます。

いざというときの止血 できますか？

　現在、AED（自動体外式除細動器）は様々な場所に設置
されるようになり、目にする機会が多くなりました。心臓に 
電気ショックを与える医療機器ですが、自動音声で操作を
教えてくれるので、簡単に操作することができます。講習では 
AEDはどのようなときに必要になるのか、トレーニング用の 
AEDを使い、実際に触れて、使用手順を体験することが 
できます。

AEDの操作は簡単！
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▢火▢の▢用▢心

　口頭指導とは、１１９番通報を受けた消防本部の�
指令係員が、通報者やその場に居合わせた人に�
電話を通じて、傷病者の救命効果の向上や後遺症の
軽減をはかることを目的として、適切な応急手当を�
指導することをいいます。心肺蘇生法、止血の�
方法、やけどの手当てなどを救急隊が到着する�
までの間に行います。
　１１９番通報のときは慌てずに指令係員の問い
かけや説明に答えるようにお話ください。
　よく聞いて救急車が到着するまで救命処置を
行ってください。

・涼しい環境に避難させる
・衣服を脱がせ、体を冷やす
・�呼びかけても応えない、または反応が鈍い状態であれば、
救急車を呼んで医療機関での受診が必要となります。
　（この際、無理に水を飲ませてはいけません）

　暑さや熱によって体に障害が起きることを熱中症といいます。熱中症は必ずしも炎天下で運動したときだけでは
なく、クーラーのない暑い室内や車の中に長時間いるだけでも起こります。症状としては、手足の痛み、体のだるさ、
気分不良、頭痛、めまい等があります。
　重症の熱中症は緊急を要する危険な状態で、わが国でも毎年多くの人が熱中症で命を落としています。

電話で傷病者を助ける方法を伝えます
～指令係員の口頭指導～

 （環境省　熱中症予防情報サイト）

熱中症の予防

熱中症の応急手当

熱中症にご用心！

涼しい服装 日陰を利用 日傘・帽子 水分・塩分補給
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広報 おとくに消防

観察の様子 病院受け入れ確認連絡

　現場に到着した救急隊は、傷病者
本人や周囲の人から現在の症状など
を聞き、脈拍、血圧、体温など傷病者の
状態を観察します。その結果、症状に
適した病院に連絡します。
　病院の状況により、すぐに病院が
決まらないこともあります。
　搬送先病院が決まれば救急車は�
出発します。

救急車がすぐに出発しないのはナゼ？

人新 紹 介 今年の4月に乙訓消防組合の職員として採用された8名の消防士です。

竹
たけがわ

川 健
けん

太
た

　この度、乙訓消防組合に採用され 
ま し た。 乙 訓 地 域 の 住 民 の 皆 様 の 
安心・安全を守れるように日々の訓練を 
大切にし、救命士としても知識・技術の 
研鑽に励み、住民の皆様から信頼される
消防士になりたいです。

高
たか

津
つ

 龍
りゅうたろう

太郎
　夢であった消防士になれたことで、
とても嬉しく思っています。これから
より一層責任感と自覚をもち、少しでも 
早く乙訓地域二市一町の安全を守れる 
消防士になれるよう努力していきます。

西
にしがき

垣 翔
しょうた

太
　乙訓地域という歴史ある地で働かせて
頂けることに大変喜びを感じています。
住民の方々から信頼される消防士になる 
ために、日々の努力を怠らず、責任感と
使命感を常に持ち職務に励みます。

橋
はしもと

本 直
なお

輝
き

　夢である消防士になることができ 
大変嬉しく思います。この初期衝動を
忘れずに過ごし、乙訓地域の方々から
信頼される消防士になるために日々の 
訓練を全力で取り組んでいきたいと 
思っております。

尾
お

沢
ざわ

 一
かず

樹
き

　救命士という資格を取り消防に入り
新たな道ができ一歩一歩確実に歩んで
いきたいと思っています。
　誰からも必要とされ頼れる消防士を
目指し努力していきます。

奥
おく

田
だ

 力
りき

斗
と

　幼い頃から憧れていた消防士に、地元 
乙訓でなることができ、大変嬉しく感じて
います。１つでも多くの技術や知識、
体力を身につけるため積極的に取り組み
努力していきます。そして、乙訓地域の方々
に信頼していただける消防士になります。

平
ひら

瀬
せ

 裕
ゆう

哉
や

　小学生の頃からの夢であった消防士
になることができ嬉しい気持ちです。
これでやっとスタートラインに立てた
のでここから一流の消防士になるために
日々努力して今度は自分が憧れられる
側になりたいと思います。

松
まつやま

山 朔
もと

己
き

　愛する地元、乙訓で消防士として
働けることをとても嬉しく感じます。 
そしてその名に恥じないような、住民の 
方々の生命と財産をしっかり守って 
いける消防士になれるよう努力の限りを
尽くします。

受け入れいかがで
しょうか？

救急隊は傷病者の方に対して最善の活動を行っています。
住民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
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▢火▢の▢用▢心

消防長ご挨拶
　平成31年４月１日付けで乙訓消防組合消防長に就任し、その責任の重さに身の引き締まる
思いであります。
　当組合も発足19年目を迎え、阪急西山天王山駅の開業、向日市北部地域開発の進展など�
当組合の消防行政を取り巻く環境が急激に変化しています。
　また、近年では、大阪北部地震や台風等による風水害の被害により、住民の皆様の安心・
安全に対する意識は一層高まり、消防に寄せられる期待は大きいものがあります。
　乙訓消防組合では、住民の皆様の安心・安全を守るために、重点施策として次のことを�
実施します。
　1　消防防災体制の強化
　2　予防行政の推進
　3　警防活動体制の向上・強化
　4　救急体制の充実・強化
　引き続き、乙訓15万住民の負託に応える消防の担い手として、住民の生命、身体及び財産を守るため、火災の予防、
災害の防御、救急救助等の消防業務に邁進し、消防本部・署と二市一町消防団が連携し、住民に愛される消防として�
「災害に強い安心・安全なまちづくり」を推進してまいります。
　どうか、今後とも関係各位のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

乙訓消防組合消防長

中澤　明彦

平成31年度（令和）乙訓消防組合当初予算
　予算総額は、20億6,184万3千円で、歳出の
主な内容として、人件費、公債費（乙訓消防
組合で発行した地方債の償還）で17億6,110万
4千円、庁舎施設及び消防車両の維持管理費、
消防車両の購入費などとなっており、歳入の�
主な内容は、組合を構成する乙訓二市一町�
からの分担金で19億7,269万4千円、その他
地方債などとなっています。
平成30年度情報公開と個人情報保護制度
の運用状況について
　平成30年度における「情報公開制度」と「個人�
情報保護制度」による公開請求は２件（うち部分�
公開２件）、開示請求は１件（うち部分開示１件）
でした。
乙訓消防組合議会だより
●�平成30年12月26日開会の第４回定例会では、
乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例の�
一部改正、平成30年度乙訓消防組合一般�
会計補正予算（第１号）など３議案について
審議され、それぞれ原案どおり可決されま
した。
●�平成31年３月27日開会の第１回定例会では、
乙訓消防組合情報公開条例等の一部改正に
ついて、乙訓消防組合消防職員の勤務時間、
休暇等に関する条例の一部改正について、
乙訓消防組合火災予防条例の一部改正に�
ついて、平成30年度乙訓消防組合一般会計
補正予算（第２号）、平成31年度乙訓消防組合
一般会計予算の５議案について審議され、
それぞれ原案どおり可決されました。

消防トピックス

　平成30年の火災件数は30件（前年比８件増加）、救助出場は�
52件（前年比１件増加）で43人を救助し、救急出場件数は6,733件�
（前年比103件増加）で6,354人を搬送しました。

火災件数 火災30件　前年より8件の増加

救助件数１件の増加　救助人員４人増加救助出場件数

救急件数、過去最多の6,733件救急出場件数

平成30年消防統計
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広報 おとくに消防

掲示板イベント各種

乙訓二市一町総合消防訓練

　３月３日（日）、長岡京市内の株式会社椿本チエイン長岡京
工場において、乙訓二市一町消防防災総合応援協定に基づき、
大規模火災を想定した総合消防訓練を実施しました。
　この訓練では、乙訓消防組合及び乙訓二市一町の消防団が
消防力を集結して火災防御活動を行い、連携強化及び活動 
技術の向上を図りました。

消防団幹部・初級団員消防訓練

　向日市・長岡京市・大山崎町の各消防団では４月から５月に
かけて、幹部団員や初級団員を対象にした規律訓練や消火訓練
が行われました。消防
団員の消火技術の向上
や 火災現場 で の 幹部 
団員と団本部との連携
強化を目的に実施され
ました。

危険物安全週間に伴う消防訓練

　６月３日（月）、「危険物安全週間」の行事として、大山崎町内の
日立建機日本株式会社関西支社において、危険物火災を想定
した消防訓練を実施しました。
　この訓練は、危険物に対する意識の高揚と啓発を図る目的で、
事業所における自主保安体制の確立と、乙訓消防組合との 
連携及び活動技術の向上を図りました。

長岡京市・大山崎町水防訓練

　６月２日（日）、長岡京市勝竜寺の小畑川犬川合流点及び大山
崎町五畝割の桂川右岸において、長岡京市、大山崎町の水防訓
練を実施しました。
 　梅雨の時季を迎えるにあたり、河川の氾濫や水害に備え、
各防災関係機関が連携して水防活動技術の向上を図りました。

おとくに消防

主な
行事予定
主な
行事予定

   毎月1日 は無火災推進日

7月�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
甲種（新規）防火管理に関する講習会（10日〜11日）

9月�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
救急医療週間（8日〜14日）
救急フェア（6日）
組合議会定例会

10月� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
第13回乙訓消火技術競技会（18日）

11月 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
秋の火災予防運動（9日〜15日）
第33回幼年消防クラブのつどい（15日）

12月 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
組合議会定例会
年末防火運動（20日〜31日）

2020
1月 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
消防出初式	 向	日	市　向日市民体育館（12日）
	 長岡京市　長岡中学校（12日）
	 大山崎町　大山崎町体育館（12日）

文化財防火運動（23日〜29日）

3月 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
春の火災予防運動（1日〜7日）
二市一町総合消防訓練（1日）
組合議会定例会
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住宅用火災警報器の設置は

義務化されています

設置場所

煙感知器

寝室

煙感知器

階段

煙感知器または熱感知器

台所

万が一の

火災にそなえて

住宅用火災警報器は
ついていますか？

連動式の場合

ご意見・ご感想をお寄せください。TEL.

〒617-0833 京都府長岡京市神足芝本9番地 乙訓消防組合消防本部予防課予防企画係
075-953-6042（直通） Eメール.yobo@otokuni119-kyoto.jp

乙訓消防組合
消 防
本 部

長岡京市神足芝本9番地
TEL075-952-0119
FAX075-953-1190

向 日
消防署

向日市寺戸町西ノ段9番地の8
TEL075-934-0119
FAX075-922-1190

長岡京
消防署

長岡京市天神四丁目2番1号
TEL075-957-0119
FAX075-957-4357

東分署
長岡京市神足芝本9番地
TEL075-954-0119
FAX075-954-0129

大山崎
消防署

大山崎町字円明寺小字百々1番地
TEL075-956-0119
FAX075-957-0999

令和元年度一般公募普通救命講習Ⅰ・Ⅲ日程 （一人から受講可能です）

グループや事業所対象の普通救命講習 （おおむね10名から30名です）

乙訓消防組合消防本部では、毎月第3日曜日に一般公募普通救命講習を開催しています。
講習時間は、各開催日とも午前9時から12時までです。

開催日時 講習の種類 開催場所 申込み期間 定員
7月21日（日） 普通救命講習Ⅰ 乙訓消防組合消防本部   7月  6日～  7月20日 50名
8月18日（日） 普通救命講習Ⅰ 大山崎消防署   8月  3日～  8月17日 30名
9月15日（日） 普通救命講習Ⅰ 乙訓消防組合消防本部   8月31日～  9月14日 50名
10月20日（日） 普通救命講習Ⅲ 長岡京消防署 10月  5日～10月19日 30名
11月17日（日） 普通救命講習Ⅲ 向日消防署 11月  2日～11月16日 30名
12月15日（日） 普通救命講習Ⅰ 大山崎消防署 11月30日～12月14日 30名
1月19日（日） 普通救命講習Ⅰ 長岡京消防署   1月  4日～  1月18日 30名
2月16日（日） 普通救命講習Ⅰ 向日消防署   2月  1日～  2月15日 30名
3月15日（日） 普通救命講習Ⅰ 大山崎消防署   2月29日～  3月14日 30名

※�10月20日、11月17日のみ普通救命講習Ⅲ。それ以外は普通救命講習Ⅰ。
　Ⅰ・Ⅲの内容は下記のグループや事業所対象の普通救命講習の講習内容を参照ください。
☆申込み方法☆

申込み手続き 受付場所 申込み期間

乙訓消防組合各消防署（東分署含む）及び消防本部救急課にある
受講申込書に必要事項を記入し申込みください。（印鑑写真不要）
※受講申込書は、ホームページからもダウンロードできます。
※講習を受けた経験のある方についても、申込みいただけます。

各消防署
（東分署含む）
または、消防
本部救急課へ

上記に記載のとおり。
なお、先着順で定員
となれば、締め切り
ます。

☆申込み方法☆
申込み手続き 受付場所 申込み期間

受講を予定されている消防署（東分
署・消防本部救急課を除く）に講習
日・講習内容等を相談して頂き、決
定した事項を普及講習申込書に記入
して申込みください。（印鑑・写真
は不要）

受講場所
である
消防署

講習日の一週間前までに、受講者の名簿（名前：カタ
カナで結構です）を申込まれた消防署に提出してくだ
さい。（修了証を発行するのに必要となります）救命
入門コース参加証を希望される場合も、名簿（名前：
カタカナで結構です）を申込まれた消防署に提出して
ください。

講習の種別 講習
時間 講習内容

救命入門コース 約90分 心肺蘇生法・AEDの使用法（展示または体験）

普通救命講習Ⅰ 3時間 主に成人が病気やけがをしたときの応急手当
心肺蘇生法・AEDの使用法・気道異物除去・止血法

普通救命講習Ⅱ 4時間

業務の内容や活動の領域から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応を
することが期待・想定される方を対象としています。
主に成人が病気やけがをしたときの応急手当
心肺蘇生法・AEDの使用法・気道異物除去・止血法・知識、技術の確認（試験）

普通救命講習Ⅲ 3時間 主に小児・乳児・新生児が病気やけがをしたときの応急手当
心肺蘇生法・AEDの使用法・気道異物除去・止血法

※注意事項
・土曜日の講習は、勤務体制等の都合上、受付けていません。
・講習の開催は、基本午前中の9時から12時となります。
・ 講習の場所については、講習のスペース・器材の搬入・駐車場の確保等から、基本各消防署又は消防 
本部で実施します。
・受講者が30名を超える場合には、ご相談ください。

ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心令和元年度
全国統一防火標語

救急隊員が教える！  救命講習
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